
18

第 12号
10/2/13CLA たより

発行:共に介護を学びあい･励まし合いネットワーク

お知らせページ

共に介護を学びあい
励まし合いネットワーク

〒 142-0063

東京都品川区荏原 1-24-23 角田アパート 1F

Tel･Fax：03-3787-3117
編集責任者 : 藤原るか

「CLA（クラ）」はラテン語で憂い、辛さ、気遣い、共感などと云った意味で、英語のキュアーやケアの語源です。

老問研勉強会

日時：2 月 20 日 ( 土 )13:00 ～
講師：福井 典子さん
会場：大正大学 2 号館 233 号教室
( 都営地下鉄三田線「西巣鴨」駅 下車徒歩 2 分 )
( 都営バス池袋駅東口発「浅草雷門」「巣鴨」「王子駅」
行きなどに乗車。「西巣鴨」下車すぐ )
参加費：無料
問い合わせ：宮崎 (Fax :5394-3057)

「障害者自立支援法」訴訟
和解が意味するもの

バトルトーク
介護保険制度 10 年を検証する
日時：4 月 17 日（土）14:00 ～ 16:30

第 21 回 認知症ワーキング
日時：2 月 27 日（土）14:00 ～ 17:00

内容：「服薬事例」ほか

会場 : 千代田区男女共同参画センター「ミュウ」
　　　ミーティングルーム
　　　 ( 地下鉄「九段下」駅 徒歩 5 分 )

参加費：資料代として 100 円

問い合わせ： 藤原 (Fax:3787-3117)

世界のヘルパｰさんと出会う旅

日時：3 月 4 日（木）18:30 ～

会場 : 南部労政会館 第 2 会議室
　　　 (JR「大崎」駅 南口下車 徒歩 2 分 )

参加費：資料代 ･ 会場費 500 円
問い合わせ： 大西 (Tel:5577-6300)

韓国の介護事情

じゅん・じゅんコンサート

日にち：4 月 25 日（日）

開場：14:30　開演：15:00

会場：JR「中野」駅 北口 徒歩 5 分

参加費：3,000 円
　　　　( 軽食 ･ ドリンク付き。差し入れ大歓迎 !)

滋賀県守山市「菜の花」（撮影・北出千万城）

会場：綾瀬プルミエ第 1 ホール
　　　（地下鉄千代田線「綾瀬」駅下車徒歩５分）

参加費：無料
シンポジスト

　宮島俊彦（厚労省老健局長）

　渡辺俊介（東京女子医科大学教授）

　益子忠道（柳原診療所所長）

コーディネーター

　宮崎和加子（健和会看護・介護政策研究所所長）

　自称「ジュン・レンン」の渡辺潤さん（ケースワーカー）
とストリートミュージシャンのヘルパーの阿部純子さん。
お二人は日ごろの現場のことやケアの心を「歌」に込めら
れています。
　そんなお二人を囲んで飲んだり、食べたりワイワイとお
しゃべりも楽しめるコンサートを企画しました。

申し込み先：桜井和代 (Fax:3670-6784)

注）会場案内が必要です。その為、地図を送付します。

　1 月 7 日に厚生労働省において、訴訟原告団と厚労相が訴

訟和解に合意しました。

　和解の内容には、この間、国が推進してきた障害の認識、

国の責任、負担のあり方などを大きく転換させると思われる

内容となっています。今回の和解が意味するところは何か、

今回の和解を受けて私たちはどのように行動することが求め

られているのか、ご一緒に認識と理解を深めたいと思います。

是非ご参加下さい。

緊急 !!

問い合わせ： 中村 (Tel:3882-8555)

ゲストに櫨
の

佳代さん参加予定
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「南部ヘルパーのつどい」報告2
午後の部 2009年 11月 29日 (日 )

於：南部労政会館

分科会①　医療行為について

【講師】 篠崎良勝 さん【講師】 篠崎良勝 さん
( 八戸大学人間健康学部講師( 八戸大学人間健康学部講師 ))

分科会 “医療行為について " に参加して
　平成 17 年 7 月 26 日厚生労働省医政局長から各都道府
県知事宛に「医師法第 17 条 ､ 歯科医師法第 17 条及び保
健師助産師看護師法第 31 条の解釈について」という通知
文が送られました ｡ その通知文は各都道府県から各区市町
村に ､ そして各介護保険サｰビス事業へと送られてきまし
た ｡
　｢ あっ爪切りはやってもいいんだ !｣｢ 薬の塗布や湿布を
貼るのもいいみたい ｣｢ えっ ､ 浣腸もいいの ?｣ この通知
文を読んだ介護事業所の管理者や訪問介護のサｰビス提供
責任者は ､ 明暗 ･ 複雑な思いを抱いたと思います ｡ 利用者
さんサイドあるいは事業所サイド ､ どちらの立場で受けと
めたかで ､ 登録ヘルパｰさん達のこの通知の認知度が ､ あ
きらかに違っていました ｡ それは 4 年半を過ぎた現在で
もあまり変わっていないことが ､ 先日の分科会での皆さん
のご意見で実感しました ｡
　私自身のことを申し上げます ｡ この通知文を額面通りに
受けとめていました ｡「白癬爪などの異常がない爪は ､ 爪
切り OK」「湿布 OK」「褥瘡の手当ては NG だけど ､ ちょっ
とした傷に薬を塗って ､ キズテｰプを貼るのも OK」等々 ､
それらは身体介護サｰビスの中で行なえると理解していま
した ｡ いくつか医療行為についてのシンポジウムや研修に
参加しましたが ､ その裏づけをしていただいたような内容

でしたので ､ 何の疑問も持ちませんでした ｡ 保険者に問合
せした時も「ケアプランに入っていれば」との回答でし
たし ､ 実際通知以降 ､ ケアマネｰジャｰからのケアプランに
載っていれば ､ 行なっていました ｡
　ところがです !｢ この通知文には ､ 介護保険の訪問介護
サｰビスにおいて行なっていいとは ､ どこにも ､1 行も書
いてないですよ ｣。今回の篠崎良勝先生の発言にビックリ
､ 目から鱗が落ちました ｡ 確かに介護保険で位置づけられ
ている身体介護サｰビスには ､ この通知文で “原則として
医療行為ではないと考えられるもの " はもともと入ってい
ません ｡ だからといって改めて厚生労働省から “原則とし
て医療行為ではないと考えられるもの " を身体介護として
位置づけるとの文書は今も未だ発令されていません ｡ 自分
たちで ､ 勝手に OK と判断してしまっていたのです ｡ 篠崎
先生のご発言を伺わなければ ､ まだ気がつかなかったと思
います ｡ 介護の現場で働く者の職能団体でさえ ､ 気がつか
なかったのか……と残念に思い ､ その団体に所属している
自分が歯がゆく感じている昨今です ｡
　もっと多くの仲間とお話を聞かせて頂きたかったとの思
いから ､ いつかまた篠崎先生のお話を聞かせていただける
機会をと切望している毎日です ｡

( 栗原和子さん )

参加者の感想より

医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について ( 通知 )
1. 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定

すること

2. 自動血圧測定器により血圧を測定すること

3. 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオ

キシメータを装着すること

4. 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること ( 汚物で汚

れたガーゼの交換を含む。)

5. 患者の状態が以下の 3 条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を

有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族

の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品に

ついて、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の

使用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布 ( 褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼

薬の点眼、一包化された内用薬の内服 ( 舌下錠の使用も含む )、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。

詳細は次号掲載します。

＜速報＞

第 2 回推進会議では、障害者基本法について、基本的性格・

理念などの検討がされ、「既存の基本法を修正するのではな

く新しい法をつくる」「名前も『権利法』などにし、発想を

変え、国の義務と障害者の権利を明確する」ことが共通意見

となりました。また、これまで「医学モデル」として個人の

問題ととらえてきた障害の定義を「必要な支援が足りないた

めに社会参加が難しくなっている状態」とする「社会モデル」

へ転換させる方向でほぼ一致しました。
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　午後の部で ｢ 認知症ケアについて ｣ という分科会に参加
しました ｡
　認知症ケアの考え方は単なるケアではなく ､ 生きて生活
することの支援という視点が大切であるという事を学びま
した ｡
　生きて生活するとは ､ ただ肉体的に生きる ( 食事 ･ 排泄
･ 入浴 ) だけでなく、精神的に生きる ( 活動する ) だけで
もなく ､ 生活全体を通じて自らの意思と思い出生きること
､ ケアの中心はそのひとらしさを理解するために ｢ その思
いにどれだけ目を向ける事ができるか ｣｢ その思いをどれ
だけ察する事が出来るか ｣ とのことでした ｡
　また ､ 音やスピｰド等が脅威になったり ､ 生活の中で失
敗の連続となると自信がなくなるなど ､ ご本人の内面でお

きていることを理解しながら具体的なケアのポイントを学
習しました ｡( 資料一部掲載 )
　小林講師の穏やかな語り口と実体験を踏まえた講義はと
てもわかりやすかったです ｡ 実際の認知症の方へのケアは
やはり時間が足りないと感じる事が多く ､30 分のデイサ
ｰビスの準備 ､ 送り出しのケアや 1 時間の清拭 ､ おむつ交
換 ､ 衣類交換 ､ 車椅子への移乗 ､ 歩行介助などのケアの中
から ､ ご本人がどのように感じているのかと気がかりにな
りました ｡ その中でも利用者さんが楽しく ､ 安心に思える
瞬間があればいいなと思いました ｡ 現在の介護保険制度内
での関わりの限界も感じました ｡ 

( 石倉かおるさん )

分科会②　認知症ケアについて

参加者の感想より

【講師】 小林 豊子 さん【講師】 小林 豊子 さん
( 介護支援専門員 )( 介護支援専門員 )



54

｢ 想像力 ｣
　日ごろの ｢ 休憩 ｣ とらずの仕事を考えると ､ お昼ぐらい
はゆっくりとなんて考えて立てた企画の時間は延長ばかり。
とうとうそんな調子で休憩も取らずに一日を通してしまい
ました ｡ 日ごろの疲れも見せずに ､ 貪欲な参加者のエネル
ギｰに脱帽しました ｡ そしてそのエネルギｰに引っ張られる
ように参加者の感性も全開となりました ｡

　木下講師の導入で使われた ｢ 輪になってのゲｰム ｣ はとて
も単純な声かけから自然に始まりました ｡｢ これから ､ みな
さんにボｰルを投げますよ～ ､ は～い ｣。形のないボールは
次々と参加者の手から手へ投げられました ｡ 次は ｢ 重たい
大きなボｰル ｣。ずっしりした受け止め ､ 重いボｰルが隣へ
……。そして ｢ 生卵 ｣､｢ ねばねばした物体 ｣。最後は内緒の

物体 ｡｢ そｰれ ､ ゴキブリ !｣ みんなの慌て様 ､ と笑い ! ビデ
オにはしっかり写っているかな ? 講義に集中していく参加
者の楽しそうな顔 ､ 顔 ｡
　私は ､ その様子を見て一人ひとりの参加者の『想像の力』
を強く感じました ｡ 人間の素敵な『想像の力』が目の前で
展開してゆく様子は ､ とてもワクワクします ｡ そのワクワ
ク感はつどいの最終講義で更に深まりました ｡
　「在宅での当事者主体の『想像力』を共に引き出すヘルパー
のスキルのひとつではないでしょうか ?」との考えにヘルパ
ｰのつどいを通じて至りました ｡ まだ ､ 独りよがりの主観の
領域ですが……参加者のみなさん ､ いかがでしたか ?

 ( 編集部 藤原 )

☆次号で ｢ 足浴 ｣ の分科会を紹介いたします ｡

手をつないで楽しそう手をつないで楽しそう

ベッドの上でベッドの上で

午後の部 ･ 講演
ご本人も介護者も

安心 ･ 安楽な移
トランス

乗
【講師】 木下 万城 さん(北千住介護福祉専門学校講師)【講師】 木下 万城 さん(北千住介護福祉専門学校講師)

　

3/25（木）
　成田発 ･ 大韓航空 9:20

　関空発 ･ 大韓航空 9:40

　12 時過ぎに仁川空港到着予定　（空港線・地下鉄五号線で移動）

　午後：天使老人療養院・天使老人専門療養院・天使療養センターの見学

　終了後：ホテルへ（今回は、参加者の希望で、仁寺洞周辺のオンドル泊）

3/26（金）
　午前：ヘルプエイジコリア（HelpAge Korea) 　趙基東 名誉会長との懇談

　　　　（韓国での家庭奉仕制度の成立過程・歴史・現在のお話を伺いたい）

　　　　＊名誉会長が差し支えなければ、お昼をご一緒（ご接待 ?）

　午後：家庭奉仕員さんとの交流

　　　　（家庭奉仕員として活動されてきたからのお話、現在の状況・変化など。）

　夕方：認知症家族の会の方との交流 ( 宮崎信恵監督の紹介の李
リー

さんという方です）

　　　　（オプション企画）

○日程：2010年 3月25日（木）～29日（月）

世界のヘルパーさんと出会う旅 ･韓国
あなたもご一緒しませんか？

3/27（土）
　午前：KTCS 療養保護士教育院の見学と教育内容・動向のレクチャー

　午後：KTCS 訪問介護麻浦センターの訪問療養に関するレクチャーと療養保護士の方々との交流

　夕方：韓国のヘルパーさんに関係する労組の方との懇談（オプション企画）

　　　　（医療行為・セクハラ・労働災害問題等について）

3/28（日）
　終日フリー　　（天安の独立記念館に行きたいという方がおります）

3/29（月）
　（仁川）午前の便で成田へ

　成田メンバー　10:20 発　12:30 着

　関空メンバー　  9:45 発　11:30 着

　この講座は「これから私が言葉にする物をキャッチした
ら、それを今度は他の人に返して下さい」とフワフワした
物とかネバネバした物、挙句は納豆、生卵と……体全体で
受け取ったり、返したりする動作をすることから始まりま
した。
　それにしても皆さん役者ぞろいで、のりに乗って体も心
もリラックスしたところで、先生から次の質問が「立ち上
がりの動作をするまでにはどんな行程があるのか？」普通
に答えると、「その前に何かありませんか？」と手厳しい。
　座席の順番に答えるので、ドキドキしながら答える準備
をします。「あーでもない、こーでもない」とあちこちで、

確認しながら動作をする光景が見られました。こんな調子
で、時にはドキドキ、時には大きな笑い声があふれて講座
は進みました。
　重心を分散させることで移動の動作をしやすくする。座
位から立ち上がるときにお辞儀をする様に姿勢をとる等、
その姿勢をとる意味（意欲の引き出し＝関わり方・声かけ
等も含み）を改めて考えました。楽しくも、科学的な講座
でした。
　若くてさわやかな木下先生、何回も教えて頂かないとす
ぐに忘れてしまう私たちですが、また、教えてください！

（実行委員　高橋貴美）

参加者の感想より


